
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年８月14日

【四半期会計期間】 第51期第１四半期（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

【会社名】 株式会社新川

【英訳名】 SHINKAWA LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　西村　浩

【本店の所在の場所】 東京都武蔵村山市伊奈平２丁目51番地の１

【電話番号】 ０４２（５６０）１２３１（代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役経営企画部長　　田辺　哲也

【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵村山市伊奈平２丁目51番地の１

【電話番号】 ０４２（５６０）１２３１（代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役経営企画部長　　田辺　哲也

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

EDINET提出書類

株式会社新川(E01973)

四半期報告書

 1/23



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第50期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 4,936 27,796

経常利益又は経常損失（△）（百

万円）
△160 2,153

四半期（当期）純利益又は四半期

（当期）純損失（△）（百万円）
△41 1,376

純資産額（百万円） 45,754 46,868

総資産額（百万円） 48,804 49,945

１株当たり純資産額（円） 2,437.39 2,429.87

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期（当

期）純損失金額（△）（円）

△2.13 71.36

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 93.7 93.8

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
560 △1,188

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△368 △285

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△1,152 △965

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
13,850 14,807

従業員数（人） 651 604

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

２．売上高には、消費税等は含まれていません。

３．第51期第１四半期連結累計（会計）期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していません。

４．第50期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

いません。

５．当第１四半期連結会計期間より、従業員数に契約社員およびパートタイマーを含めています。前連結会計年

度末における契約社員およびパートタイマーを含めた従業員数は630人であり、当第１四半期連結会計期間

末における従業員数は、前連結会計年度末より21人増加しています。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 651  

（注）　従業員数は就業人員数であり、契約社員およびパートタイマー（23人）を含めています。

(2) 提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 470  

（注）　従業員数は就業人員数（当社から連結子会社への出向者（９人）を除き、連結子会社から当社への出向者（５

人）を含む。）であり、契約社員およびパートタイマー（23人）を含めています。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績 

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。

品目 金額（百万円）

ワイヤボンダ 2,392

ダイボンダ 1,273

テープボンダ 625

フリップチップボンダ －

その他装置 16

補修部品 563

合計 4,868

（注）１．金額は販売価格により算出しています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(2) 受注状況

　当第１四半期連結会計期間の受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりです。

品目 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

ワイヤボンダ 2,601 899

ダイボンダ 1,175 679

テープボンダ 534 348

フリップチップ

ボンダ
－ －

その他装置 16 16

補修部品 505 251

合計 4,830 2,192

（注）１．金額は販売価格により算出しています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
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(3) 販売実績 

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりです。

品目 金額（百万円）

ワイヤボンダ 2,490

ダイボンダ 1,295

テープボンダ 560

フリップチップボンダ －

その他装置 16

補修部品 575

合計 4,936

（注）１. 当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりです。

相手先 金額（百万円） 割合（％）

Powertech Technology Inc. 715 14.5

日本サムスン株式会社 582 11.8

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものです。

(1) 経営成績の分析

　当第１四半期連結会計期間の世界経済は、世界的な金融システムの混乱、米国景気の後退、原油・穀物などの一次産

品価格の高騰が進み、グローバルなスタグフレーションが拡大することとなりました。

　半導体業界においては、ＤＲＡＭ価格に底打ち感が見られるなど好要因が見られるものの、景気の減速から自動車、

パソコン、デジタル家電などの最終消費財の需要が伸びず、半導体需要の不透明な状況が継続したことにより、半導体

メーカーは依然、設備投資に対して慎重な姿勢を崩していません。

　このような厳しい事業環境の下、当社グループは前年度に市場投入したダイボンダSPA-400、テープボンダCOF-1000

の高付加価値化による拡販を図るとともに、海外エンジニアの技術の高度化による市場対応体制の強化に努めてまい

りましたが、当社グループが顧客基盤を持つ日本、韓国での設備投資の抑制が継続することとなりました。

　この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高4,936百万円、営業損失307百万円、経常損失160

百万円、四半期純損失41百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

　日本では、売上高4,830百万円、営業損失339百万円となりました。

　アジアでは、売上高923百万円、営業利益37百万円となりました。

　アメリカでは、売上高16百万円、営業利益４百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、自己株式取得等による現金及び預金の減少により、前連結会計年度末比

1,142百万円減の48,804百万円となりました。

　負債合計は、引当金の減少に伴い、前連結会計年度末比28百万円減の3,049百万円となりました。

　純資産は、自己株式の取得により、前連結会計年度末比1,114百万円減の45,754百万円となり、自己資本比率は93.7％と

なりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末より958百万円減少

し、13,850百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、560百万円の収入となりました。その主な要因は、仕入債務の減少額316百万

円及び法人税等の支払額93百万円などの資金の減少があったものの、減価償却費223百万円、売上債権の減少額795百

万円及びたな卸資産の減少額558百万円の資金の増加によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、368百万円の支出となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入304

百万円があったものの、定期預金の預入による支出224百万円及びその他の投資に係る支出303百万円によるもので

す。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、1,152百万円の支出となりました。これは自己株式の取得による支出702百万

円及び配当金の支払額450百万円によるものです。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

(5) 研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、525百万円です。

　当社グループの研究開発体制は、従来、設計・応用技術・知的財産部門で構成される設計開発本部と独立した研究開

発部門からなっていましたが、製品開発力の強化を目的として、平成20年４月１日付をもって両部門を統合・再編し、

技術本部を設置しました。

　また、主力製品である超音波熱圧着ワイヤボンダについては、当社独自の画像処理技術を応用した、微妙な位置ズレ

の傾向を解析しながら最適なボンド位置に自動修正をするＢＩＭ（Bond Inspection Measurement）機能を初搭載した

UTC-3000を開発し、平成20年７月に市場投入しました。

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　第２四半期連結会計期間は、高速高機能ワイヤボンダの新製品UTC-3000を大手サブコン攻略のキラープロダクトと

位置づけ、その量産体制の確立と顧客による装置評価の推進に注力しています。

　世界的な景気後退リスクとともに半導体需要の先行き不透明感が強まっており、半導体メーカーの設備投資も抑制

傾向が続くものと思われますが、当社グループは平成20年末にも半導体業界が本格的な回復軌道に入ることを期待し

ています。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の拡充についての変更はありません。

また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）

(平成20年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年８月14日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 20,047,500 20,047,500
東京証券取引所

市場第一部
－

計 20,047,500 20,047,500 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年４月１日～
平成20年６月30日 － 20,047,500 － 8,360 － 8,907

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、当社による自己株式の取得のほかに大株

主の異動は把握していません。

　なお、当社は、平成20年３月25日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、当第１四半期会計期間において、517千株を取得しま

した。平成20年６月30日現在の自己株式数は、1,281千株（発行済株式総数に対する割合6.39％）です。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしています。

①【発行済株式】　

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 764,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　19,255,600 192,556 －

単元未満株式 普通株式　　　27,500 － －

発行済株式総数 20,047,500 － －

総株主の議決権 － 192,556 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれています。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれています。

２．「単元未満株式」の欄には、自己株式が45株含まれています。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社新川

東京都武蔵村山市伊

奈平２丁目51番地の

１

764,400 － 764,400 3.81

計 － 764,400 － 764,400 3.81

（注）　当社は、平成20年３月25日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、当第１四半期会計期間において、517千株を取

得しました。平成20年６月30日現在の自己株式数は、1,281千株（発行済株式総数に対する割合6.39％）です。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 1,574 1,689 1,559

最低（円） 1,207 1,304 1,315

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、アーク監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,465 18,442

受取手形及び売掛金 8,144 8,888

製品 403 443

半製品 2,176 2,338

原材料 462 429

仕掛品 2,479 2,831

その他 1,838 1,062

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 32,967 34,432

固定資産

有形固定資産

土地 4,929 4,929

その他 ※2, ※3
 3,184

※2, ※3
 3,324

有形固定資産合計 8,112 8,253

無形固定資産

その他 98 42

無形固定資産合計 98 42

投資その他の資産

投資有価証券 4,672 4,450

その他 2,953 2,769

投資その他の資産合計 7,626 7,219

固定資産合計 15,836 15,514

資産合計 48,804 49,945

負債の部

流動負債

買掛金 1,235 1,482

未払法人税等 39 24

引当金 276 366

その他 1,081 720

流動負債合計 2,631 2,592

固定負債

引当金 269 336

その他 149 149

固定負債合計 418 485

負債合計 3,049 3,077
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 8,360 8,360

資本剰余金 8,907 8,907

利益剰余金 29,850 30,470

自己株式 △2,349 △1,646

株主資本合計 44,769 46,090

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 929 798

為替換算調整勘定 43 △33

評価・換算差額等合計 972 765

少数株主持分 13 13

純資産合計 45,754 46,868

負債純資産合計 48,804 49,945
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日　
　至　平成20年６月30日）

売上高 4,936

売上原価 3,628

売上総利益 1,308

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 280

退職給付費用 13

試験研究費 525

製品保証引当金繰入額 263

その他 535

販売費及び一般管理費合計 1,615

営業損失（△） △307

営業外収益

受取利息 16

受取配当金 28

為替差益 100

その他 5

営業外収益合計 149

営業外費用

不動産賃貸原価 1

その他 2

営業外費用合計 2

経常損失（△） △160

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

知的所有権対策引当金戻入額 58

製造物責任引当金戻入額 22

特別利益合計 80

税金等調整前四半期純損失（△） △81

法人税、住民税及び事業税 22

法人税等調整額 △63

法人税等合計 △40

少数株主利益 1

四半期純損失（△） △41
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日　
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △81

減価償却費 223

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △60

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10

その他の引当金の増減額（△は減少） △109

受取利息及び受取配当金 △44

為替差損益（△は益） 30

売上債権の増減額（△は増加） 795

たな卸資産の増減額（△は増加） 558

仕入債務の増減額（△は減少） △316

その他 △397

小計 608

利息及び配当金の受取額 46

法人税等の支払額 △93

営業活動によるキャッシュ・フロー 560

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △224

定期預金の払戻による収入 304

有形固定資産の取得による支出 △83

無形固定資産の取得による支出 △63

貸付けによる支出 △4

貸付金の回収による収入 6

その他の支出 △303

その他の収入 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △368

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △702

配当金の支払額 △450

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,152

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △958

現金及び現金同等物の期首残高 14,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 13,850
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更

たな卸資産

　従来、半製品及び原材料については移動

平均法に基づく低価法、製品及び仕掛品

は個別法に基づく原価法によっていまし

たが、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、半製品及

び原材料については移動平均法に基づく

原価法、製品及び仕掛品は個別法に基づ

く原価法（収益性の低下に基づく簿価の

切り下げ法）によっています。

　これにより、売上総利益は30百万円減少

しています。

　また、セグメント情報に対する影響額

は、セグメント情報に記載しています。

(2) 知的所有権対策引当金及び製造物責任

引当金（固定負債の引当金）の計上廃止

について

　製品製造過程等における知的所有権を

めぐる損害賠償訴訟等に対処するための

知的所有権対策引当金及び販売済製品に

対する製造物責任賠償でＰＬ保険により

補填されない費用に備えるための製造物

責任引当金を、それぞれ過去の実績率を

基にした会社所定の基準により設定を

行っていましたが、引当金の設定基準を

見直した結果、将来の発生可能性が低い

ため、これらの引当金については設定を

廃止しました。

　なお、これにより税金等調整前四半期純

損失が79百万円減少しています。

(3) 「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結

財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号　平成18年５月17日）を適用

しています。

　なお、これによる損益に与える影響はあ

りません。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間 
（自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　前連結会計年度決算において算定した貸

倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高

を算定しています。

２．棚卸資産の評価方法 　実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る

実地棚卸高を基礎として継続的受払記録に

より算定しています。　

　棚卸資産の簿価切り下げに関して、収益性

の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切り下げを行う方法

によっています。

３．固定資産の減価償却の方

法

　連結会計年度に係る固定資産の減価償却

費を期間按分して算定しています。

４．法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法

　法人税等の納付税額の算定においては、重

要な加減算項目に限定しており、繰延税金

資産の回収可能性の判断に関しては、経営

環境に著しい変化がないため、前連結会計

年度決算において使用した将来の業績予測

に基づいて算定しています。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間 
（自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日）

税金費用の計算 　連結子会社の税金費用については、当第１

四半期連結会計期間を含む連結会計年度の

税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しています。

　なお、連結子会社の法人税等調整額は、法

人税、住民税及び事業税に含めて表示して

います。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

　１　受取手形の裏書譲渡高は、３百万円です。 　１　受取手形の裏書譲渡高は、１百万円です。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、12,599百万円で

す。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、12,450百万円で

す。

※３　有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮

記帳累計額は、建物及び構築物14百万円です。

※３　　　　　　　　　　同左

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定  17,465 百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
 △3,616 

現金及び現金同等物  13,850 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20

年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　20,048千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　 1,281千株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 578 30  平成20年３月31日  平成20年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　当社グループは、半導体製造装置の製造、販売及び販売済製品の保守サービスを事業として行っており、当該事業以

外に事業の種類がない単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報を作成していません。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

アメリカ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上

高
4,149 786 1 4,936 － 4,936

(2) セグメント間の内部売

上高
681 136 15 832 △832 －

計 4,830 923 16 5,768 △832 4,936

営業利益又は営業損失

（△）
△339 37 4 △298 △9 △307

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。

(1) アジア………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、マレーシア、タイ王

国

(2) アメリカ……アメリカ合衆国

３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．(1) に記載のとおり、当連結会計年

度からたな卸資産について原価法（収益性の低下に基づく簿価の切り下げ法）によっています。

この結果、日本の営業損失は30百万円増加しています。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,570 4 3,573

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 4,936

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
72.3 0.1 72.4

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しています。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。

(1) アジア……………大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国ほか

(2) その他の地域……アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、ポルトガル共和国ほか

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。
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（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありませ

ん。

（デリバティブ取引関係）

　重要なデリバティブ取引はありません。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 2,437.39円 １株当たり純資産額 2,429.87円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　
当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 45,754 46,868

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

13 13

（うち新株予約権） (－) (－)

（うち少数株主持分） (13) (13)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額
（百万円）

 
45,741

46,855

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期
末（期末）の普通株式の数（千株）

18,766 19,283

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 2.13円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純損失（百万円） 41

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 41

期中平均株式数（千株） 19,154
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで）

　当社は、平成20年３月25日開催の取締役会において、会社

法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し

ました。

　上記決議に基づき、当第１四半期連結会計期間末後、取得

した株式数及び取得金額は以下のとおりです。

①　取得株式数

588,500株

②　取得金額

798百万円

　なお、当該株式の取得により、上記決議による自己株式の

取得は終了しました。その結果、当該取得期間を通じた取得

状況は以下のとおりです。

①　取得期間

平成20年４月１日から平成20年７月23日まで

②　取得株式数

1,105,000株

③　取得総額

1,500百万円 

④　取得方法　　　　

東京証券取引所における市場買付

　当社は、平成20年３月25日開催の取締役会において、会社

法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し

ましたが、その取得状況は以下のとおりです。

①　取得期間

平成20年４月１日から平成20年６月26日まで

②　取得株式数

477,000株

③　取得金額

649百万円

④　取得方法

東京証券取引所における市場買付

　なお、平成20年３月25日開催の取締役会における決議内容

は以下のとおりです。

①　取得対象株式の種類

普通株式

②　取得しうる株式の総数

1,200,000株（上限）

③　株式の取得価額の総額

1,500百万円（上限）

④　取得期間

平成20年４月１日から平成20年９月30日まで 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

   平成20年８月13日

    

株式会社新川    

取締役会　御中    

   

    

 アーク監査法人

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 上田　正樹　　印

    

 
指定社員

業務執行社員
公認会計士 三浦　昭彦　　印

    

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社新川の平成

20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社新川及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計期間よ

り新たに棚卸資産の評価に関する会計基準を適用するとともに、知的所有権対策引当金及び製造物責任引当金（固定負

債の引当金）の設定を廃止している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年３月25日開催の取締役会における自己株式買付けの決議に

基づき、自己株式を取得している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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